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新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、多くの外国パック旅行が催行中止されたことで、消費者

物価指数では、外国パック旅行の安定的な価格取集が困難な状況に陥った。このため、2021 年以降の

外国パック旅行費の指数作成に当たっては、前年同月の指数を代入する補完対応を採用した。本稿で

は、こうした安定的な価格取集が困難な状況に直面した外国パック旅行費の作成方法に関する事後的

な検証を行った。 

検証の結果、コロナ下の外国パック旅行費の価格取集では、一部の旅行会社において価格取集が十

分にできず、複数の旅行会社の旅行先で欠価格がみられたものの、ウェブスクレイピングにより継続

的に取集ができた価格を用いて欠価格を補完することで、2021 年以降も、一定の妥当性を有する指数

の作成が継続できた可能性があることが確認された。 
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The outbreak of COVID-19 led to the suspension of many international tour packages, resulting in significant 
difficulties in the stable collection of price data for these services in the Consumer Price Index. Therefore, the 
“package tours to overseas” index after 2021 was supplemented by substituting the value for the same month in 
2020. This paper evaluated the construction method for “package tours to overseas” index under such conditions 
of limited price availability. 

According to this result, although missing prices were observed for some travel agency destinations, the use of 
continuously collected prices obtained by using web scraping enabled the effective imputation of missing prices. 
This suggests that it was possible to continue constructing a reasonably valid index after 2021 despite the data 
collection constraints imposed by the pandemic. 
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1．はじめに1

2020 年に発生した新型コロナウイルス感染症とその蔓延を抑えるために、世界各国で実

施された都市封鎖（ロックダウン）や水際対策の強化などの対策は、パック旅行、航空輸送、

宿泊などのサービスの供給停止を引き起こした。これを受けて、消費者物価指数においては、

一部の価格の欠落ではなく、全ての価格が取集できない状況も発生し、物価指数の作成に必

要な価格の取集に大きな影響を与えた。 

日本においても、スポーツ観戦や観劇の中止、テーマパークの休園などにより、一時的に

価格取集ができない品目が発生した2。中でも、特に影響が大きかった品目として、外国パッ

ク旅行費3が挙げられる。新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、多くの外国パック旅

行の催行が中止されたことに伴い、外国パック旅行費の作成に必要な価格について、安定的

な取集が困難な状況に直面した。こうしたことから、2021 年１月以降の指数作成（2020 年

基準）に当たっては、2020 年同月の指数を代入する補完方法（前年同月の指数補完）を採用
4した。その後、海外への渡航制限や各国の入国制限の撤廃などに伴い、外国パック旅行の催

行も順次再開され、安定的な価格取集を継続的に行うことが可能になったことなどを踏まえ、

2024 年１月から、通常の指数の作成方法に基づき、ウェブスクレイピング（Web Scraping; 
WS）により取集した価格を用いた指数作成を再開5した（総務省(2024b)）。

2021 年１月からの補完対応の検討に当たっては、コロナ下で国際機関から発出された物

価指数の作成上のガイダンスや各国での対応状況を踏まえ、総合指数による補完6や取集価

格で欠価格7を補完8などの複数の補完方法の比較検証を行ったところである。 

本稿では、当時の検証で採用されなかった補完方法について、仮に採用していた場合の、

その後の外国パック旅行費を算出し、その動向に関する事後的な検証を行うことで、今後、

類似の事態が発生した際の指数作成に関する知見を得ることが目的である。 

本稿の構成は、次のとおりである。まず、第２節では、外国パック旅行費の作成方法に触

れ、第３節では、コロナ下における外国パック旅行を取り巻く当時の状況を振り返る。そし

て、第４節では、本稿で検証した補完方法について概説し、第５節では、試算結果を示す。

最後に、第６節は、本稿のまとめとする。 

1 本稿の内容は、筆者個人の見解に基づくものであり、筆者が所属する機関の公式見解を示すものではない。
2 サッカー観覧料、プロ野球観覧料、文化施設入場料、テーマパーク入場料、演劇観覧料などの品目において、全

て価格又は一部の価格が取集できない状況が発生し、前月の価格を横置きする（保合）対応を行った。なお、い

ずれの品目においても、価格取集が再開された後の価格は、保合価格と比較して水準に違いはみられなかった。 
3 外国パック旅行費の作成に関して、2020 年基準からウェブスクレイピングにより取集したネット販売価格を用

いた指数作成を行っている（総務省(2021a)）。なお、2020 年当時は、2015 年基準に基づく消費者物価指数を公

表していた。当時の外国パック旅行費（2015 年基準）では、旅行会社が発刊するパンフレット（紙）の掲載価格

を用いた指数作成を行っており、2020 年 10 月から一部の旅行会社において価格取集ができない旅行先が発生

し、2021 年 12 月には、取集対象としている旅行先である全６都市のうち５都市において価格取集が全くできな

い状況となった。2015 年基準における外国パック旅行費の作成方法については、総務省(2016)を参照。 
4 2015 年基準の外国パック旅行費では、旅行会社において取集できなくなった旅行先の価格は、その前月の価格

に対して、その前年同月の前月比を乗じることで、補完する対応を採用（価格取集が再開された場合は、取集価

格を利用）していた。 
5 2024 年１月からの取集価格による指数作成の再開（補完対応の終了）に当たっては、WS による取集価格から作

成した 2023 年３月から 2023 年 12 月までの外国パック旅行費（試算値）の季節性の確認などの検証を行った。

その結果、概ね、2020 年と同様の季節性が確認されたことなどを踏まえ、取集価格による指数作成を再開した。

また、2023 年 12 月と 2024 年１月の外国パック旅行費指数の接続方法については、外国パック旅行費の指数水

準の適切性などを踏まえ、再開前後の指数をそのまま接続する方法（直接比較）を採用した（総務省(2023)、総

務省(2024a)）。なお、2024 年１月の指数の接続方法については、第 5.4 節を参照。
6 詳細は、第 4.2 節を参照。
7  外国パック旅行費の場合でいえば、価格取集の対象となっている旅行会社の旅行先のツアープランの価格が全

く取集できなかった状況を指す。
8 第 3.2 節のとおり、2021 年１月以降も、WS による価格取集は継続しており、この間、一部の旅行会社において

価格取集できない旅行先がみられたものの、取集価格全体でみれば、全ての旅行先で価格取集は継続していた。 
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2．外国パック旅行費の作成方法 

2020 年基準の外国パック旅行費の作成方法は、以下のとおりである(総務省(2021a))。 

（1）WS により取集した価格9（𝑃௧,௔,௕,௖,ௗ）から、旅行先10 (a)・旅行会社11 (b)・出発日(c)
別のツアープラン(d)の単純平均価格（𝑃௧,௔,௕,௖）を算出する。

（2）旅行先・旅行会社・出発日別の単純平均価格（𝑃௧,௔,௕,௖）について、当月の日数で単純

平均し、旅行先・旅行会社別の月平均価格（𝑃௧,௔,௕）を算出。

（3）旅行先・旅行会社別の月平均価格（𝑃௧,௔,௕）を基準時価格（𝑃଴,௔,௕）で除して、旅行先・

旅行会社別の指数（𝐼௧,௔,௕）を算出。 

（4）旅行先・旅行会社別の指数（𝐼௧,௔,௕）について、各旅行先における旅行会社別の取扱高

（𝑤଴,௔,௕）を用いて加重平均し、旅行先別の指数（𝐼௧,௔）を算出。 

（5）旅行先別の指数（𝐼௧,௔）について、旅行先別の取扱高（𝑤଴,௔）を用いて加重平均し、

価格指数（𝐼௧）を算出。

3．外国パック旅行を取り巻く当時の状況 

本節では、始めに、外国パック旅行費（公表値）の動向及び価格取集の状況を示す。 

次に、コロナ下の外国パック旅行を取り巻く当時の状況として、日本人出国者数、外国パ

ック旅行への支出、海外航空券、海外宿泊料をみていくこととする。 

3.1 外国パック旅行費（公表値）の動向 

外国パック旅行費（公表値）については、先述のとおり 2021 年１月から 2023 年 12 月

までは補完対応（前年同月の指数補完）を行っていた。そして、2024 年１月からは、WS

9 旅行会社におけるプランの発売時期や消費者の購入時期等に合わせ、観光ツアーが付属していないツアープラ

ン（フリープラン）の各月全日の価格を採用する。なお、原則として、出発日の２～７か月前の各月の月初めに

取集した価格を用いる。
10 日本人訪問数が多い代表的な地域（アジア、北米、ヨーロッパ及びオセアニア）のうち 10 都市を選定する。ま

た、外国パック旅行費は、地域情勢によって影響を受けやすい等の理由から、毎月の価格動向を可能な限り安

定的に捉えるために、原則、各地域から２都市以上を選定している。
11 主要旅行会社の旅行取扱額の状況を踏まえ、取扱額シェアが高い旅行会社を優先的に選定する。また、航空会

社及び宿泊施設（グレード）に関して、各旅行会社の取扱い状況を踏まえ、各地域において安定的に供給され

ており、取扱数量の多いものを選定する。

𝑃௧,௔,௕,௖ = ∑ 𝑃௧,௔,௕,௖,ௗௗ𝑛௧,௔,௕,௖  

𝐼௧,௔ = ∑ 𝐼௧,௔,௕𝑤଴,௔,௕௕∑ 𝑤଴,௔,௕௕  

𝑃௧,௔,௕ = ∑ 𝑃௧,௔,௕,௖௖𝑛௧,௔,௕   

t：比較時、0：基準時 

𝐼௧,௔,௕ = 𝑃௧,௔,௕𝑃଴,௔,௕ × 100  

𝐼௧ = ∑ 𝐼௧,௔𝑤଴,௔௔∑ 𝑤଴,௔௔  
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による取集価格からの指数作成を再開したことで、外国パック旅行費の指数は、2023 年

12 月（補完値）の 100 程度から 160 程度に上昇している（図１・左）。 

また、前年同月比をみると、2021 年以降の補完対応により、2021 年から 2023 年まで

は、前年同月と変わらず（前年同月比は 0％）であったが、2024 年１月以降では、60～

70％程度で推移している。なお、2024 年各月の前年同月比には、2021 年１月から 2023 年

12 月までの補完期間における変化が含まれていることになる（図１・右）。 

指数 前年同月比 

図１ 外国パック旅行費（公表値）の指数及び前年同月比 

3.2 外国パック旅行費の価格取集の状況 

外国パック旅行費について、WS による価格の取集対象となっている旅行会社（全３社）

ごとに価格取集ができなかった旅行先（都市）12をみると、特に、Ａ社において、2021 年

以降、価格取集が全くできなかった旅行先が多数存在していた。一方で、Ｂ社において

は、2022 年４月及び５月以外の年月では、価格取集ができなかった旅行先はみられず、

また、Ｃ社においては、全ての旅行先で価格取集は継続できていた。このように、旅行会

社によって、価格の取集状況は異なっていた（図２・左）。 

また、WS により取集した採用価格数をみると、2020 年は、３社合わせて、毎月 20～

25 万価格程度であったが、2021 年以降は減少傾向となり、2021 年半ば以降では、10～15

万価格程度で推移していた。さらに、旅行会社別にみると、特に、Ａ社における価格取集

が 2021 年半ば以降の全体の価格数の減少に影響している（図２・右）。 

価格取集できなかった旅行先 WS により取集した採用価格数 

図２ 外国パック旅行費の価格取集の状況 

12 Ａ社及びＢ社では 10 都市、Ｃ社では８都市を対象として外国パック旅行の価格を取集している。 

0

5

10

15

20

25

30

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1

2020 2021 2022 2023

（万価格）

Ａ社

Ｂ社

Ｃ社

全体（３社計）

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7

2019 2020 2021 2022 2023 2024

補完値

（20.1～23.12）

取集価格から作成

（～20.12、24.１～）

（2020=100）

-20

0

20

40

60

80

1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7

2019 2020 2021 2022 2023 2024

（％）

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11

2020 2021 2022 2023

（都市）

Ａ社

Ｂ社

44

大島　敬士：安定的な価格取集が困難な状況下における物価指数の作成方法－コロナ下の外国パック旅行費の検証－



3.3 日本人出国者数、外国パック旅行費への支出 

日本人出国者数をみると、2020 年３月に出国者が減少し、緊急事態宣言（第１回目）

が発出された 2020 年４月は１万人未満となり、それ以降も、10 万人以下で推移してい

た。その後、2022 年に入ると、増加基調13がみられ、2023 年後半14では、100 万人前後で

推移しているものの、コロナ下前の 2019 年と比べると、その水準は低い（図３・左）。 

次に、消費支出に占める外国パック旅行費の支出割合（万分比）15をみると、コロナ下

前の 2019 年では、年間で均すと 45 程度であったが、2020 年３月以降、支出割合は低下

し、翌月４月以降では、ほぼ支出はみられない。その後、2022 年に入ると、支出割合は

上昇に転じ、2023 年では、年間で均すと 21 程度となっているものの、コロナ下前と比べ

ると、低い水準となっている（図３・右）。 

日本人出国者数  外国パック旅行費の支出割合 

（出所）出入国管理統計（法務省出入国在留管理庁）、家計調査（総務省）から作成 

図３ 日本人出国者数、消費支出に占める外国パック旅行費の支出割合 

3.4 海外航空券、海外宿泊料の状況 

海外航空券の状況に関して、国際航空旅客輸送16をみると、2021 年半ばまでは、ほぼ横

ばいで推移していたが、ウクライナ侵攻による原油価格の高騰などに伴う燃油特別付加

運賃（燃油サーチャージ）の上昇を受けて、2022 年終わりにかけて上昇がみられた。そ

の後、2023 年に入ると、下落に転じたものの、2024 年においても、コロナ下前の 2019 年

よりも高い水準で推移していた（図４・左17）。 

13 2022 年９月に、新型コロナワクチンの３回目接種を条件に、それまで必要とされていた滞在地出国前 72 時間以

内の陰性証明の提示が免除された。なお、これ以前では、海外の滞在地で新型コロナウイルスにり患し、滞在地

から出国できずに足止めされる日本からの旅行者が報道等で取り上げられており、滞在地出国前の陰性証明の

提示は、海外旅行を行う上での大きな支障となっていたとみられる。 
14 2023 年４月 29 日以降は、滞在地出国前 72 時間以内の陰性証明又は新型コロナワクチンの３回目の接種証明の

提示が不要となった。 
15 2020 年基準消費者物価指数の品目別ウエイト（2019 年と 2020 年の消費支出の平均）によると、外国パック旅

行費のウエイト（万分比）は、25 となっている。また、2020 年基準の「ラスパイレス連鎖基準方式による消費

者物価指数（参考指数）」の作成に用いる品目別ウエイトによれば、外国パック旅行費の 2020 年から 2023 年ま

でのウエイト（万分比）は、それぞれ８、２、６、20 となっている。これは、家計調査から算出した消費支出

に占める外国パック旅行費の支出割合（万分比）とほぼ同水準となっている。
16 本稿で用いた国際航空旅客輸送は、「企業向けサービス価格指数（日本銀行）」の国際航空旅客輸送の基本分類

指数及び輸入サービス価格指数を加重平均することで作成した。なお、加重平均に用いた重み（ウエイト）は、

外国パック旅行費の旅行先×旅行会社の各区分で採用しているプランの航空会社について、日系又は外資系か

で旅行先・旅行会社別取扱高（第２節参照）を振り分け、両者を合算することで作成している。
17 行先別燃油サーチャージのうち、外国パック旅行費において、最も影響度が大きいホノルル行きを含む「ハワ

イ・インドネシア・インドなど」を図示している。
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次に、海外宿泊料の状況に関して、海外宿泊料18（為替調整前）をみると、2021 年以降

上昇傾向がみられたものの、2023 年以降は、均してみると、ほぼ横ばいで推移している。

一方で、為替調整後の海外宿泊料をみると、2021 年以降、為替調整前との水準差の拡大

がみられる。特に、海外宿泊料（為替調整後）については、為替調整前とは異なり、2023

年以降も上昇傾向がみられ、2024 年４月では、為替調整前が 130 程度（2020 年=100）に

対して、為替調整後では 180 程度となっている（図４・右）。 

海外航空券 海外宿泊料 

（出所）企業向けサービス価格指数（2015 年基準）（日本銀行）、国際線「燃油特別付加運賃」のご案内（日本航空）、

Eurostat や各国の消費者物価指数の宿泊料等から作成

図４ 海外航空券、海外宿泊料の推移 

4．試算の概要 

4.1 欠価格発生時の補完方法 

消費者物価指数の欠価格発生時の実務的な対応としては、前月の価格を横置きする保

合処理19や同一品目内の取集できた他の価格を用いて補完する方法（他の調査価格の前月

比などと同じにする処理）などを用いることがあり、個別価格の状況を踏まえ、補完方法

を検討した上で適用している。 

「１．はじめに」でも述べたとおり、2021 年１月以降の外国パック旅行費での補完対

応に当たっては、国際機関から発出された物価指数の作成に当たってのガイダンス等20で

18 本稿で示した海外宿泊料のうち、為替調整前では、外国パック旅行費で採用している旅行先（都市）又は都市

が属する国全体の宿泊料又は宿泊料を含む上位類の指数について、各基準における外国パック旅行費の旅行先

別取扱高（第２節参照）で加重平均することで作成している。また、為替調整後では、各旅行先の宿泊料等の

指数に対して外国為替の対円レートを乗じることで作成した各指数について、為替調整前で用いた内部ウエイ

トで加重平均することで作成している。なお、宿泊料等が得られない一部の旅行先については、該当旅行先が

属する同一地域（アジア、北米、ヨーロッパ及びオセアニア）内の宿泊料等を用いて補完している。
19 月々の価格変動が小さく、市場における出回りが途切れないと考えられる品目、または冬季休業など季節的な

要因により一時的に価格取集ができなくなる品目については、前月価格を保合している。
20 IMF(2020)の有識者のガイダンスによれば、航空会社やホテルは、多くの国で一時的に営業を停止するが、多く

の場合、その料金を取集することが可能であり、旅行は中止される可能性が非常に高いものの、CPI で使用でき

るとしている。また、一時的に価格が欠落している場合は、CPI の国際マニュアルで説明されている方法のいず

れかを使用して補完させる必要があるとし、指数全体が欠落している場合には、次の上位レベルを補完の基準

とすることを推奨している。また、Eurostat(2020)によれば、市場で入手可能な製品において価格が取集できな

い場合は、類似商品又は最も近い上位の集計の価格変動を使用して補完することを推奨している。また、取引

がない場合に関して、季節性がみられない価格では、「十分な数の価格が取集された信頼できる指数の前月比を

用いた補完」又は「最後に観測された価格を繰り越す補完」とし、季節性がみられる価格では、「前年の指数に

信頼できる全品目の年間変化率を乗じる方法」、「季節的要因が計量経済モデルを使用して推定されていると仮

定し、前月の価格に季節的要因（季節係数）を乗じる方法（より簡易な手法としては、１年前に観測された毎月

の価格変動を適用する方法）」を提案している。 
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示された方法も含めて検討した上で、最終的には、「前年同月の指数補完」を採用したと

ころである。 

そこで、本稿では、当時の検証において採用されなかった方法のうち、「総合指数によ

る補完」、「取集価格による補完」による外国パック旅行費の試算を行った。さらに、これ

に加えて、試算結果の比較のための参考情報として、外国パック旅行の価格設定に影響

を与える航空券と現地の宿泊費用の動向を反映した「モデルによる予測」による試算に

ついても併せて行った。それぞれの試算方法の概要は、次節以降のとおりである。 

 

4.2 総合指数による補完（試算１） 

「総合指数による補完」（試算１）は、Eurostat(2020)などで提案されている総合指数の

前年同月比を利用する補完方法21である。具体的には、外国パック旅行費以外の全ての品

目から総合指数（除く外国パック旅行費）を作成し、同指数の前年同月比を用いて、当月

の外国パック旅行費を算出する。これは、事実上、外国パック旅行費以外の全ての品目の

情報を用いて、外国パック旅行費を補完することとなる。 

 

4.3 取集価格による補完（試算２） 

消費者物価指数を構成する品目のうち、特にサービス関係の品目では、欠価格が生じ

た場合、取集できた他の価格で欠価格を補完することが多い。 

「取集価格による補完」（試算２）では、価格取集ができなかった旅行先について、価

格取集ができた他の旅行会社における同一の旅行先の価格を用いて補完する。具体的に

は、補完対応を行った期間（2021 年～2023 年）のうち、2023 年２月以前と 2023 年３月

以降に分けて試算した（表１）。 

まず、2021 年１月から 2023 年２月までについては、旅行会社全体でみると、価格取集

ができなかった旅行先は存在しなかったことから、価格取集ができなかった一部旅行会

社の旅行先は、他の旅行会社の同一旅行先の価格の前年同月比22を用いて補完する。つま

り、当月の指数は、取集できた価格の変動が反映されることとなる。 

次に、2023 年３月以降については、旅行会社の各旅行先のうち、価格取集ができなか

った価格は存在しなかったことから、通常の作成方法に基づき総務省統計局物価統計室

において WS による取集価格から作成された試算値23（総務省,2024a）を用いる。 

また、外国パック旅行費の取集対象のプランに関して、コロナ下では、航空会社の破綻

やサービスの提供停止に伴う航空会社の変更、現地の宿泊施設（ホテルのグレード）の変

更がみられた。これらの変更がみられた際は、必要な品質調整を行った。 

 
21 コロナ下において、イギリス、オーストラリアなどで採用された補完方法である。日本の場合、コロナ下であ

っても、外国パック旅行費以外の全ての品目（調査月でない品目を除く）が利用可能な価格指数であり、「総合

指数」の前年同月比により外国パック旅行費が作成されることとなる。当該方法は、季節性の維持だけではな

く、利用可能な品目の動きのみが総合指数に反映されるという特徴が存在する。一方で、実務的には、当月の

総合指数の前年同月比を用いることから、毎月の演算コストが増加する点は留意すべき事項である。具体的に

は、当該補完方法による指数の作成では、まず、外国パック旅行費を除く総合指数の当月の前年同月比を作成

し、同比を用いて当月の外国パック旅行費を作成する。そして、作成した当月の外国パック旅行費を含む（当

月の）総合指数を作成することになることから、毎月、同じ演算を２度繰り返すこととなる。なお、これに関

しては、前月の総合指数の前年同月比や（当月を含まない）過去１年間の総合指数の前年同月比を用いた補完

などを採用することで、演算コストの増加を回避することも考えられる。 

22 他の旅行会社の同一旅行先の価格の前月比を用いて補完することも考えられるものの、前年同月比、前月比の

いずれの方法を用いても、試算結果に大きな違いはみられなかった。 
23 2023 年３月から 12 月までの外国パック旅行費について、総務省統計局物価統計室において、WS による取集価

格から作成された結果（総務省(2023), 総務省(2024a)）は、あくまで試算値の扱いとされており、当該期間の

公表値は、各年月に公表していた結果（前年同月の指数補完に基づく）となっている。 
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表１ 外国パック旅行費の作成方法、取集状況、既存の指数 

～2020.12 21.1～23.2 23.3～23.12 24.1～ 

公表値の 

作成方法 

通常どおり 

（取集価格で作成） 

補完対応 

（前年同月の指数補完） 

通常どおり 

（取集価格で作成） 

WS による

取集状況 

「旅行先× 

旅行会社」で 

欠価格なし 

「旅行先× 

旅行会社」で 

欠価格あり 

「旅行先× 

旅行会社」で 

欠価格なし 

「旅行先× 

旅行会社」で 

欠価格なし 

既存の指数 

（総務省による 

作成結果） 

公表値 公表値（補完値） 
公表値（補完値） 

試算値 
公表値 

4.4 モデルによる予測（参考） 

外国パック旅行の価格設定に大きな影響を与えるのは、航空券と現地の宿泊費用であ

る24。そこで、参考として、「モデルによる予測」では、補完対応となった 2021 年１月以

降について、航空券と現地の宿泊費用の価格動向を反映した外国パック旅行費の予測値

を推定した25。推定に用いたモデルについては、線形・ガウス型状態空間モデルを仮定し

た、いわゆる季節調整型のモデルを採用し、2021 年１月以降の外国パック旅行費は欠測

値として、Kalman Filter により 2021 年１月から 2023 年 12 月までの予測値を推定した。

なお、推定に用いたモデルの概要については、付録を参照。 

また、「モデルによる予測（参考）」の結果に関して、図５以降の 2024 年１月以降の指

数については公表値、また、前年同月比については、前年 2023 年の予測値を用いて算出

した結果を示している。 

5. 試算結果

5.1 試算結果（試算１、試算２）

まず、総合指数により補完した試算１をみると、2021 年前半において、公表値（補完

値）と比べて指数水準がわずかに低い期間があったものの、2022 年前半以降は、総合指

数の上昇傾向が反映されたことで、公表値（補完値）よりも水準が高くなっている。ただ

し、2023 年２月以降の試算値と比較すると、低い水準で推移している。 

次に、取集価格で補完した試算２について、航空券と現地の宿泊費用の価格動向を反

映した「モデルによる予測（参考）」と比較すると、2022 年半ばまでは、両者は概ね連動

24 外国パック旅行費で価格の取集対象となっている旅行会社に対するヒアリング結果（総務省（2018））によれば、

外国パック旅行の価格を決定する主な要因として、航空券の費用、宿泊費用、現地ツアー費用（フリープランの

場合は非該当）、旅行会社の利益が挙げられており、このうち、航空券の費用の影響が非常に大きく、続いて、

宿泊費用など（特に、航空券の費用は、宿泊費用よりも全体に占める割合が十分に大きい）とされている。 
25 外国パック旅行費の補完期間（2021 年から 2023 年まで）における推計に関しては、以下の取組みが存在する。

内閣府(2024)は、「企業向けサービス価格指数」の国際航空旅客輸送を用いて、2021 年１月から 2023 年２月ま

での外国パック旅行費の推計を行っている。具体的には、まず、国際航空旅客輸送の国内と輸入について、国民

経済計算（内閣府）の国内出荷と輸入の比率で統合する。そして、統合した国際航空旅客輸送の前年同月比を用

いて、外国パック旅行費を延伸する。最後に、延伸結果と（総務省統計局物価統計室が作成した外国パック旅行

費の）試算値（脚注 23 参照）の 2023 年３月における水準差について、延伸結果の推計期間（2021 年１月から

2023 年２月まで）で比例配分し、延伸結果と試算値を接続している。また、渡辺(2024)は、IATA(2023)の OECD
諸国における航空運賃を用いて、補完期間における外国パック旅行費を推計している。いずれの方法も、外国

パック旅行の価格設定に大きな影響を与える航空運賃の価格動向を踏まえた推計である。しかしながら、付図

のとおり、コロナ下前までは、外国パック旅行費と国際航空旅客輸送はほぼ連動して推移していたものの、2023

年以降は、両者には水準差が生じている。こうしたことから、現地の宿泊費用の動向やコロナ後の需要回復を

見込んだ価格設定など、航空運賃以外の要因も踏まえた推計の必要性があるとみられる。 
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して推移している。しかしながら、それ以降では、外国パック旅行費にみられる季節性に

よる変動は概ね同様の動きとなっているものの、両者の水準差が拡大している。また、細

かくみると、2021 年半ばから 2022 年半ばにかけて、試算２は、参考よりも指数水準が低

い時期がみられたものの、2022 年の終わりからは、逆に、参考よりも高い水準で推移し

ている（図５）。 

前年同月比をみると、試算１は、2022 年半ば以降、３～４％程度で推移していたが、

2024 年１月以降では、60％程度で推移しており、公表値よりも若干ではあるが、穏やか

な上昇幅となっている。次に、試算２について、参考と比較すると、参考では、前年同月

比のピークは、2022 年後半で 30％程度であるのに対して、試算２では、2023 年前半にピ

ークがみられ、前年同月比は 50～60％程度となっている（図６）。 

 

 

図５ 試算結果（指数） 

 

図６ 試算結果（前年同月比） 

 

5.2 追加試算（モデルによる補完結果） 

本節では、「モデルによる予測（参考）」で用いた推定モデルに一部変更を加えた追加の

試算を行い、「取集価格による補完（試算２）」との比較を行う。 

前節で示した「取集価格による補完（試算２）」は、2022 年半ばまでは、外国パック旅

行の価格設定に大きな影響を与える航空券及び現地の宿泊費用の価格動向を踏まえた

「モデルによる予測（参考）」と概ね同様の傾向で推移していた。しかしながら、2022 年

後半以降の両結果をみると、それ以前と比較して大きな水準差（試算２は、参考よりも指

数水準が高い）が存在していた。これは、「モデルによる予測」の推定モデルに、航空券、
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現地の宿泊費用以外の要因、例えば、消費者の需要増（2022 年９月からの水際対策の緩

和等に伴う旅行者の増加）や旅行会社の運営コスト増に伴う価格への転嫁といった要因

に関する変数を取り込めていないことが影響26しているとみられ、「モデルによる予測」

で採用した説明変数だけでは不十分であるといえる。 

本来であれば、推定モデルに取り込めていない消費者の需要増減等を説明する変数を

追加することが適切である。しかしながら、ここでは、あくまで簡易的な対応として、

「モデルによる予測」で示した推定モデルをベースに、「取集価格による補完」と「モデ

ルによる予測」において、2022 年後半以降に生じていた水準差を直接的に調整するため

の変数として、下記ダミー変数（𝑧ଷ,௧）を回帰成分に設定した上で試算（「モデルによる補

完（追加試算）」）を行った。  −1               ሺ𝑡 ≤ 𝑡଴  (= 2022.9))   𝑧ଷ,௧ =      𝑡 − 𝑡଴𝑡ଵ − 𝑡଴ − 1   (𝑡଴ < 𝑡 < 𝑡ଵ)    0     (𝑡 ≥ 𝑡ଵ   (= 2023.3))  
さらに、「モデルによる補完（追加試算）」の推定に当たっては、2020 年 12 月以前の𝑌௧

だけでなく、2023 年３月以降の𝑌௧（試算値及び公表値）も用いることで、価格取集がで

きなかった旅行会社の旅行先が存在した期間（2021 年１月から 2023 年２月まで）前後の

情報を用いて当該期間の欠測値 𝑌௧の推定を行った。併せて、回帰成分に採用した国際航

空旅客輸送及び海外宿泊料の回帰係数については、コロナ下を通じて変化することも考

えられることから、当該係数は時間変化するものと仮定した時変係数モデルを適用27した。 

以上のモデルにより試算した「モデルによる補完（追加試算）」の指数をみると、「取集

価格による補完」とほぼ同様の推移をしていることが確認できる（図７）。また、前年同

月比をみると、両者の 2023 年前半のピークの時点は、ほぼ同時点となっている（図８）。 

図７ 試算結果（指数）追加試算あり 

26 2021 年半ばから 2022 年半ばまでにおいても、2022 年半ば以降ほどではないものの、「取集価格による補完（試

算２）」と「モデルによる予測（参考）」の指数に水準差（試算２＜参考）がみられた。これは、取集価格におい

て高価格帯の一部プランの提供停止された影響がみられたほか、消費者の需要減に伴う価格の下落が水準差の

要因として考えらえる。また、総務省(2025）によれば、新型コロナウイルス流行を契機に、航空券や宿泊施設

の調達価格にダイナミックプライシング（DP）が本格的に導入され、2022 年からは、旅行代理店における DP
導入が広がりをみせている。さらに、旅行代理店のコストや利益分に相当する部分（マークアップ）に DP を導

入した会社もあり、これらの点についても、「取集価格による補完」と「モデルによる予測」の乖離に影響を及

ぼしている可能性がある。
27 具体的には、付録で示した推定モデルの回帰成分について、𝑍௧ = 𝛾ଵ,௧𝑧ଵ,௧ +  𝛾ଶ,௧𝑧ଶ,௧ + 𝛾ଷ𝑧ଷ,௧ として推定を行う。 
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図８ 試算結果（前年同月比）追加試算あり 

5.3 上位類に対する影響（バイアスの有無）） 

前節を踏まえると、コロナ下で一部旅行会社において安定的な価格取集が継続できな

い状況がみられたものの、「前年同月の指数補完」の対応を採用せずに、2021 年１月以降

も、WS による取集価格で欠価格を補完することで、一定の妥当性を有する外国パック旅

行費の指数作成が継続できた可能性があるとみられる。一方で、外国パック旅行費への

支出については、2020 年４月以降、ほぼ支出がみられなかった（図３）。このため、毎月

公表している「ラスパイレス固定基準方式による指数」（固定基準指数）において、2021

年１月以降も WS による取集価格から作成した外国パック旅行費を用いると、上位類に

対するバイアスの発生要因となる可能性がある。 

本節では、外国パック旅行費の上位類に当たる教養娯楽サービスについて、以下の３

つの試算を行うことで、2021 年１月以降の外国パック旅行費の補完方法ごとの上位類に

対するバイアスの有無を確認していくこととする。 

具体的には、2021 年１月以降の外国パック旅行費について、「取集価格による補完（試

算２）」を採用した試算（固定基準指数（WS 反映））、「前年同月の指数補完」を採用した

試算（固定基準指数（指数補完））に加えて、「取集価格による補完（試算２）」を採用し

た、毎年の消費構造の変化を反映する「ラスパイレス連鎖基準方式による指数（参考指

数）」（連鎖基準指数）に基づき作成した試算（連鎖基準指数（WS 反映））を行う（表２）。

まず、「固定基準指数（WS 反映）」では、教養娯楽サービスのうち外国パック旅行費に

は、WS による取集価格から作成した「取集価格による補完（試算２）」（2021 年１月から

2023 年２月まで）及び試算値（2023 年３月から 12 月まで）を用いる。また、外国パッ

ク旅行費以外の品目のうち宿泊料については、政府が実施した GoTo トラベル及び全国旅

行支援による割引きの影響を除いた指数28を用いて、外国パック旅行費及び宿泊料以外の

品目には、公表値を用いる。そして、ウエイトについては、固定基準指数で用いる品目別

ウエイト（2020 年基準。基準年固定）を用いる29。

次に、「固定基準指数（指数補完）」では、2021 年から 2023 年までの外国パック旅行費

28 宿泊料については、政府が実施した GoTo トラベル（2020 年実施。対象の宿泊施設における宿泊料金を 35％割

引（上限１万４千円））及び全国旅行支援（2022～2023 年実施。対象の宿泊施設における宿泊料金を 40％（上

限５千円）割引、2023 年１月からは 20％（上限３千円）割引に変更）の対象施設の料金について、機械的に割

引前料金に戻して集計した指数を使用している。 
29 「前年同月の指数補完」では、外国パック旅行費の品目別ウエイト（基準年における固定ウエイト）について

は、外国パック旅行費に割り振られたままで、上位類を作成している。
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については、公表値（「前年同月の指数補完」）を用いる。それ以外の品目の指数やウエイ

トについては、「固定基準指数（WS 反映）」と同様である。つまり、「固定基準指数（指

数補完）」は、公表値の教養娯楽サービスから GoTo トラベル等による割引きの影響を除

いた結果となる。

最後に、「連鎖基準指数（WS 反映）」では、外国パック旅行費などに用いる指数につい

ては、「固定基準指数（WS 反映）」と同様であるが、ウエイトには、連鎖基準指数で用い

る品目別ウエイト30を用いて、教養娯楽サービスを試算31した。 

表２ 教養娯楽サービスの試算に用いる指数及びウエイト 

試算 

指数（2020 年１月～2024 年 12 月） 

ウエイト
外国パック旅行費 

外国パック旅行費 

以外の品目 

固定基準指数

（WS 反映）

・21 年１月～23 年 12 月

は、試算２又は試算値

・上記以外の期間は、

公表値※

・宿泊料は、GoTo トラ

ベル及び全国旅行支

援を除く指数

・上記以外の品目は、

公表値

固定基準指数に用い

る品目別ウエイト 

固定基準指数

（指数補完） 

・20 年１月～24 年 12 月

は、公表値（21 年１月

～23 年 12 月は、前年

同月の指数補完）

固定基準指数に用い

る品目別ウエイト 

連鎖基準指数 

（WS 反映）

・21 年１月～23 年 12 月

は、試算２又は試算値

・上記以外の期間は、

公表値※

連鎖基準指数に用い

る品目別ウエイト 

※2020 年１月から 12 月まで及び 2024 年１月以降は、WS による収集価格から作成した指数。

試算結果の前年同月比（図９）について、「固定基準指数（WS 反映）」をみると、外国

パック旅行費の上昇などにより、2022 年後半から「連鎖基準指数（WS 反映）」との乖離
32がみられ、水準差が大きくなっている。一方で、同期間において、「固定基準指数（指数

補完）」では、「前年同月の指数補完」の対応により、外国パック旅行費の上昇は反映され

ず、「連鎖基準指数（WS 反映）」とほぼ同様の推移となっている。そして、2024 年以降、

「固定基準指数（指数補完）」では、補完値から WS による取集価格による結果に切替え

たことで、足元の外国パック旅行の価格水準が指数にそのまま反映され、「連鎖基準指数

（WS 反映）」よりも高い水準で推移している。一方で、2024 年以降の「固定基準指数（WS
反映）」は、「連鎖基準指数（WS 反映）」とほぼ同様の推移となっている。

2022 年半ばから 2023 年までの「固定基準指数（WS 反映）」の上昇幅に関しては、先

述のとおり、2020 年４月から 2022 年にかけて外国パック旅行費への支出はほぼみられ

ず、実際に取引されたサービスはほぼ存在しなかったとみられる。こうしたことから、

30 ラスパイレス連鎖基準方式による消費者物価指数（参考指数）の品目別ウエイト（全国）は、以下に掲載されて

いる。https://www.stat.go.jp/data/cpi/1.html 
31 同試算に当たっては、2020 年基準の品目別価格指数を用いて、連鎖基準指数の作成方法（総務省(2021a)）に基

づき指数の作成を行った。
32 「固定基準指数（WS 反映）」と「連鎖基準指数（WS 反映）」の乖離の要因については、外国パック旅行費の品

目別ウエイトの時系列変化のほか、教養娯楽サービスのうち外国パック旅行費以外の品目におけるウエイトの

時系列変化、各品目の指数水準の高低に起因する点も存在する。
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「固定基準指数（WS 反映）」では、本来であれば、指数に取り込む必要がない、外国パ

ック旅行費への支出がほぼみられなかった期間における外国パック旅行費の価格の上昇

が反映されていることとなる。 

以上を踏まえると、2021 年１月以降も WS による取集価格から作成した外国パック旅

行費を用いた「固定基準指数（WS 反映）」では、上位類に対するバイアスによる変動が

確認される一方で、「固定基準指数（指数補完）」では、こうした変動がみられなかった。 

 

 

図９ 教養娯楽サービス（除く全国旅行支援等）の前年同月比 

 

5.4 2024 年１月における接続方法の影響（バイアスの有無） 

先述のとおり、2024 年１月からの外国パック旅行費の作成に当たっては、2021 年から

2023 年まで行った補完対応を終了し、WS による取集価格からの指数作成を再開した。 

再開時の指数の接続方法については、総務省(2023)及び総務省(2024a)で議論された結

果を踏まえ、外国パック旅行費の指数水準や１年を超える期間での比較の適切性の観点

から、足元の外国パック旅行の価格水準をそのまま指数に反映させる直接比較が採用さ

れたところである。一方で、総務省(2024a)では、直接比較は、2024 年以降の前年同月比

には、補完期間の変化も含まれることから、直接比較とは別の方法として、外国パック旅

行費の 2024 年１月以降の前年同月比が適切になるようリンク処理を行う方法（取集価格

の前年同月比を反映した接続）についても併せて議論された（図 10、表３）。 

 

①直接比較        ②取集価格の前年同月比を反映した接続 

  
図 10 外国パック旅行費指数の推移（接続方法別） 
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表３ 外国パック旅行費の指数作成の再開時の接続方法 

接続方法 特徴 留意事項 

①直接比較

再開後の指数水準が現在の外国 

パック旅行費の価格を反映した 

水準となる。 

→10 年前との比較など、長期的な

分析に有効

再開後の前年同月比が１か年の変化で

はなく、2021 年から再開時までの複数

年の変化を含む。 

→外国パック旅行費の 2024 年の前年

同月比、上位類の前年同月比に

対する寄与度が過大となる（バイアス

が発生）。

②取集価格の

前年同月比を

反映した接続 

再開後の前年同月比には、2023 年

同月から 2024 年当月までの１年間

の物価変動が反映される。 

→毎月勤労統計、家計調査等の

デフレータとして適切

再開後の指数水準は、現在の外国 

パック旅行費の価格水準より低くなる。 

※総務省(2024a)を基に作成。

本節では、本稿の目的からは若干逸れるが、表３で示した①又は②の接続方法を採用

した際の外国パック旅行費の上位類に当たる教養娯楽サービス33の前年同月比を算出し、

前節と同様に上位類に対するバイアスの有無の観点から、両者の推移を確認する。 

「①直接比較」では、足元の外国パック旅行の価格水準がそのまま指数に反映され、

2024 年１月の外国パック旅行費の水準が上昇したことで、上位類の教養娯楽サービスの

上昇幅が拡大している。一方で、「②取集価格の前年同月比を反映した接続」では、「①直

接比較」でみられた 2024 年１月の外国パック旅行費の上昇は反映されずに、「連鎖基準

指数（WS 反映）34」とほぼ同様の推移となっている（図 11）。

こうしたことから、上位類に対するバイアスの有無という観点からみると、「②取集価

格の前年同月比を反映した接続」は、適切な接続方法であったといえる。 

図 11 教養娯楽サービス（除く全国旅行支援等）の前年同月比（接続方法別） 

33 本節の教養娯楽サービスについては、第 5.3 節と同様に、政府が実施した GoTo トラベル及び全国旅行支援によ

る割引きを含まない宿泊料等を用いて作成した教養娯楽サービスを検討対象としている。なお、「①直接比較」

及び 2023 年以前の「②取集価格の前年同月比を反映した接続」については、第 5.3 節で示した「固定基準指数

（指数補完）」と同一の結果である。 
34 第 5.3 節で示した「連鎖基準指数（WS 反映）」と同一の結果である。 
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6. まとめ

本稿では、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、多くの外国パック旅行が催行中止さ

れたことで、安定的な価格取集が困難な状況に直面した外国パック旅行費の作成方法に関す

る事後的な検証を行った。 

検証の結果、コロナ下の外国パック旅行費の価格取集では、一部の旅行会社において価格

取集が十分にできず、複数の旅行会社の旅行先で欠価格がみられたものの、WS により継続

的に取集ができた価格を用いて欠価格を補完することで、2021 年１月以降も、一定の妥当性

を有する指数の作成が継続できた可能性があること35が確認された。 

一方で、2021 年１月以降も、WS による取集価格を用いた指数作成を継続していた場合、

コロナ下で価格上昇がみられた外国パック旅行費の指数水準は適切に記録されるものの、外

国パック旅行への支出はほぼみられなかった時期における価格上昇が指数に反映され、上位

類に対するバイアスの発生要因となる。これに関して、2021 年１月以降の公表値で採用され

た対応である「前年同月の指数補完」では、こうしたバイアスはみられず、上位類に対する

バイアスの有無の観点からは、適切な対応であったといえる。ただし、補完方法の選択につ

いては、補完対応の対象となった品目における対応後のウエイトの推移などにも依存するこ

とから、必ずしも「前年同月の指数補完」が適切な対応になるとは限らず、補完対象品目の

個別の状況を踏まえた検討が必要となる。 

今回の検証結果を踏まえると、2021 年１月以降の外国パック旅行費の対応については、上

位類に対してバイアスを発生させてしまうものの、指数水準の適切性や複数年間における比

較での有用性から、WS による取集価格を用いた指数作成を継続する一方で、ウエイトの変

化による上位類に対する影響については、公式指数の固定基準指数だけでなく、参考指数の

連鎖基準指数も併せて確認するという、従来からの両指数の役割分担で指数動向を把握して

いくことが一つの対応方法として考えられる。 

なお、本稿の検証において、外国パック旅行費の指数水準の適切性、上位類に対するバイ

アスを発生させないという、いずれの点も満たしたのは、連鎖基準指数であった36。連鎖基

準指数に関しては、総務省（2021b）の取組事項として、新型コロナウイルス感染症のような

不測の事態37にも対応できる指数の在り方が挙げられ、その中で連鎖基準指数の主系列の是

非について言及されており、中長期的な課題として、連鎖基準指数のメリット、デメリット

を踏まえ、引き続き、検討していくことが必要と考えられる。 

また、2024 年１月の取集価格からの指数作成の再開時における指数の接続方法について、

35 外国パック旅行費の作成に当たっては、脚注３のとおり、2015 年基準では、多くの旅行先において価格取集が

継続できない状況に陥ったことから、取集価格のみから指数を作成することは、困難であったとみられる。こ

れに関して、2020 年基準から WS による価格取集が導入されたことで、インターネット上の多数の価格が取集

可能となり、カバレッジの拡大という指数作成上の利点があったが、別の視点として、多数の価格が取集され

ることで、従来よりも取集価格で欠価格を補完する対応可能性が高まり、結果として指数作成の継続性も高ま

ったとみることができる。 
36 当年の連鎖基準指数の作成に用いる品目別ウエイトは、前年の家計調査の支出金額から作成している。こうし

たことから、価格とウエイトの変化が同時に発生した場合、必ずしも連鎖基準指数が適切な結果を示すとは限

らない。本稿で扱った外国パック旅行費の場合では、図５及び図３のとおり、外国パック旅行費の価格上昇は、

特に 2022 年以降でみられたが、2022 年の連鎖基準指数の作成に用いる品目別ウエイトの参照年は、その前年に

当たる 2021 年であり、当時の外国パック旅行への支出はすでにほぼみられない状況であった。
37 2020 年基準の固定基準指数のウエイトに関して、消費者物価指数のウエイト作成に用いる家計調査の消費支出

は、基準年に当たる 2020 年に出された緊急事態宣言等により大きな変化がみられた。当時は、こうした状況が

継続するか判断できないことなどから、基準年における新型コロナウイルス感染症の影響を緩和する方法とし

て、有効かつ統計基準や国際基準に沿った対応などの理由から、2019 年・2020 年の平均消費支出を採用するこ

ととなった（総務省（2021b））。一方で、連鎖基準指数については、総務省（2021b）の有識者等の意見にもある

ように、毎年、指数の作成に用いるウエイトを更新することから、2020 年基準の固定基準指数で採用した「2019

年・2020 年の平均消費支出を採用」といった特別な対応は、必ずしも必要とは限らない。
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公表値で採用された「直接比較」では、外国パック旅行費の適切な指数水準などが記録され、

長期の指数動向の比較などを行う際の利点はあるものの、上位類に対するバイアスがみられ

るほか、前年同月比については、補完期間の変化を含む結果となっている。一方で、採用さ

れなかった「取集価格の前年同月比を反映した接続」では、上位類に対するバイアスはみら

れず、外国パック旅行費の前年同月比が適切な結果となるものの、外国パック旅行費などの

指数が適切な水準とはならない（過去の外国パック旅行費の指数上昇がなかったことになっ

てしまう）という問題があった。いずれの方法にも、メリットとデメリットが存在しており、

2024 年１月の取集価格からの指数作成の再開時において、これらの問題を全て解決する対

応はないとみられる。 

以上のような長期間にわたって補完対応を行った場合や、価格収集が全くできなくなった

場合の品目の扱いについては、世界的にみてもまだ確立されておらず、引き続き、消費者物

価指数の国際マニュアルなどの動向を確認していくこととしたい。 
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付録：「モデルによる予測（参考）」の概要 
 本稿の「モデルによる予測（参考）」において用いた推定モデルの概要を示す。 
 

１．推定モデルの概要 

外国パック旅行費（𝑌௧）は、トレンド（𝑇௧）、循環変動（𝐶௧）、季節変動（𝑆௧）、曜日変動

（𝑇𝐷௧）、回帰（𝑍௧）及び不規則変動（𝐼௧）の各成分から構成されるものと仮定し、以下の

状態空間モデルを設定した。 
 

［観測方程式］ 

 
 

［状態方程式］ 

 

 

 

 

                   𝑇𝐷௧ =  ෍𝛽௜൫𝑑̅௧௜ − 𝑑௧଻൯ +ହ
௜ 𝛽଺(𝑑௧଺ − 𝑑௧଻) + 𝛽଴(𝑑௧଴ − 𝑑௧଻) 

 
 

また、上記モデルの各成分の概要は、以下のとおり。 
 

(1) トレンド成分（𝑇௧） 

長期的な趨勢の変化を示す成分であり、２次のトレンドモデルを採用する。 
 

 
 

(2) 循環変動成分（𝐶௧） 

トレンド成分よりも周期が短く、局所的な変動を示す成分であり、定常な自己回帰

（AR）モデルを想定する。また、定常な AR モデルを想定していることから、AR 係

数（𝛼ଵ）の推定に当たっては、同係数の範囲に制限を加えている。 
              𝐶௧ = 𝛼ଵ𝐶௧ିଵ +  𝜀௧஼          𝜀௧஼  ~ 𝑁(0,  𝜎஼ଶ)    −1 < 𝛼ଵ < 1 

 

(3) 季節変動成分（𝑆௧） 

１年間の周期を持つ成分であり、以下のモデル（パラレル型38）を想定する。 
 

 

     

 

   

 

 

 
 
 

 
38 季節成分の型（パラレル型）については、尾崎(1997)、高部(2005)、野村(2016)を参照。 

𝑇௧ =  2𝑇௧ିଵ −  𝑇௧ିଶ + 𝜀௧்                                   𝜀௧்  ~ 𝑁(0,  𝜎𝑇2)
𝑌௧ =  𝑇௧ + 𝐶௧ + 𝑆௧ + 𝑇𝐷௧ + 𝑍௧ + 𝐼௧                  𝐼௧  ~ 𝑁(0,𝜎ଶ) 

𝐶௧ =  𝛼ଵ𝐶௧ିଵ + 𝜀௧஼                                                   𝜀௧஼  ~ 𝑁(0,  𝜎஼ଶ)

       𝑆ଵ,௧ = 2 cos𝜔ଵ 𝑆ଵ,௧ିଵ − 𝑆ଵ, ௧ିଶ + 𝜀ଵ,௧ௌ         𝜀ଵ,௧ௌ  ~ 𝑁൫0,  𝜎ଵ,ௌଶ ൯

       𝑆଺,௧ = −𝑆଺,௧ିଵ + 𝜀଺,௧ௌ                                        𝜀଺,௧ௌ  ~ 𝑁൫0,  𝜎଺,ௌଶ ൯ 
       𝑆ଶ,௧ = 2 cos𝜔ଶ 𝑆ଶ,௧ିଵ − 𝑆ଶ, ௧ିଶ + 𝜀ଶ,௧ௌ         𝜀ଶ,௧ௌ  ~ 𝑁൫0,  𝜎ଶ,ௌଶ ൯        𝑆ଷ,௧ = 2 cos𝜔ଷ 𝑆ଷ,௧ିଵ − 𝑆ଷ, ௧ିଶ + 𝜀ଷ,௧ௌ         𝜀ଷ,௧ௌ  ~ 𝑁൫0,  𝜎ଷ,ௌଶ ൯        𝑆ସ,௧ = 2 cos𝜔ସ 𝑆ସ,௧ିଵ − 𝑆ସ, ௧ିଶ + 𝜀ସ,௧ௌ         𝜀ସ,௧ௌ  ~ 𝑁൫0,  𝜎ସ,ௌଶ ൯        𝑆ହ,௧ = 2 cos𝜔ହ 𝑆ହ,௧ିଵ − 𝑆ହ, ௧ିଶ + 𝜀ହ,௧ௌ         𝜀ହ,௧ௌ  ~ 𝑁൫0,  𝜎ହ,ௌଶ ൯ 

    𝑆௧ = 𝑆ଵ, ௧ + 𝑆ଶ, ௧ + 𝑆ଷ, ௧ +  𝑆ସ, ௧ +  𝑆ହ, ௧ +  𝑆଺, ௧

       𝜔௜ = 2𝜋𝑖/12 

 𝑇௧ =  2𝑇௧ିଵ − 𝑇௧ିଶ + 𝜀௧்             𝜀௧்  ~ 𝑁(0,  𝜎ଶ்) 

𝑆௧ = 𝑆ଵ, ௧ + 𝑆ଶ, ௧ + 𝑆ଷ, ௧ + 𝑆ସ, ௧ + 𝑆ହ, ௧ + 𝑆଺, ௧ 

 𝑍௧ = 𝛾ଵ𝑧ଵ,௧ +  𝛾ଶ𝑧ଶ,௧ 
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(4) 曜日変動成分（𝑇𝐷௧） 

各月の曜日構成の違いや祝日等の日数による変動を示す成分である。 

本稿では、平日と祝日及び年末年始の期間との重なりを考慮した７曜日型の曜日

調整を行うための変数を採用している。なお、本稿での祝日等（𝑑௧଴）には、国民の祝

日、振替休日、国民の休日のほか、年末年始の期間（12 月 29 日から１月３日まで）

も慣例的な休日として含めている。 

               𝑇𝐷௧ =  ෍𝛽௜൫𝑑̅௧௜ − 𝑑௧଻൯ +ହ
௜ 𝛽଺(𝑑௧଺ − 𝑑௧଻) + 𝛽଴(𝑑௧଴ − 𝑑௧଻) 

 𝑑̅௧ଵ, … , 𝑑̅௧ହ：祝日等を除く月曜日の日数、…、祝日等を除く金曜日の日数 

 𝑑௧଺：土曜日の日数、𝑑௧଻：日曜日の日数、𝑑௧଴：祝日等の日数 
 

(5) 回帰成分（𝑍௧） 

外国パック旅行の価格設定に影響を及ぼす要因による変動を示す成分である。 

回帰変数（説明変数）（𝑧ଵ,௧及び𝑧ଶ,௧）については、国際航空旅客輸送（基本＋輸入）、

６か月前39の海外宿泊料（為替調整後）を用いる。 

 
 
 

(6) 不規則変動成分（𝐼௧） 

上記（1）から（5）までの成分で表すことができない変動であり、同変動は、観測

方程式における観測ノイズとして扱う。 
                𝐼௧  ~ 𝑁(0,𝜎ଶ) 

 

 ２．状態推定 

前項で示した線形・ガウス型状態空間モデルに対しては、１期先予測及びフィルタを

効率的に実行することが可能なアルゴリズムである Kalman Filter を用いた。なお、Kalman 
Filter による状態推定の詳細は、北川(2005)を参照。 

 

［１期先予測、フィルタ、平滑化のアルゴリズム］ 

(1) １期先予測 

   𝑥௡|௡ିଵ = 𝐹𝑥௡ିଵ|௡ିଵ                         𝑉௡|௡ିଵ = 𝐹𝑉௡ିଵ|௡ିଵ𝐹் + 𝐺𝑄𝐺் 
 

(2) フィルタ                    𝑑௡|௡ିଵ = 𝐻௡𝑉௡|௡ିଵ𝐻௡் + 𝑅                    𝐾௡ = 𝑉௡|௡ିଵ𝐻௡்𝑑௡|௡ିଵିଵ                    𝑥௡|௡ = 𝑥௡|௡ିଵ + 𝐾௡൫𝑦௡ − 𝐻௡𝑥௡|௡ିଵ൯                   𝑉௡|௡ = (𝐼 − 𝐾௡𝐻௡)𝑉௡|௡ିଵ 
 

(3) 平滑化（固定区間平滑化）                      𝐴௡ = 𝑉௡|௡𝐹்𝑉௡ାଵ|௡ିଵ  

 
39 現地の宿泊費用を説明する変数である海外宿泊料については、外国パック旅行費よりも先行して推移するもの

と仮定し、0か月（ラグ（時差）なし）、１か月から 12 か月までのラグの中から、赤池情報量規準（AIC）に基

づき決定している。なお、航空運賃を説明する変数である国際航空旅客輸送は、外国パック旅行費と比較する

と、両者は概ね連動して推移している傾向（付図）がみられることから、ラグは設定していない。 

    𝑍௧ = 𝛾ଵ𝑧ଵ,௧ +  𝛾ଶ𝑧ଶ,௧ 
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  𝑥௡|ே = 𝑥௡|௡ + 𝐴௡൫𝑥௡ାଵ|ே − 𝑥௡ାଵ|௡൯   𝑉௡|ே = 𝑉௡|௡ + 𝐴௡൫𝑉௡ାଵ|ே − 𝑉௡ାଵ|௡൯𝐴௡் 

２．初期分布及びパラメータの推定 

状態空間モデルの状態推定に当たっては、事前に状態ベクトルの初期分布（状態ベク

トルの平均と分散共分散）を設定する必要がある。初期分布の設定に当たっては、複数の

方法が存在するが、本稿では、初期分布の推定に当たり、北川(1997)や高部(2017)を参考

に、時間を反転した時系列データに対してフィルタを適用することで、状態ベクトルの

初期分布を推定している。 

また、上記１.で示した状態空間モデルは、複数の未知のパラメータを含んでいること

から、状態推定の前にあらかじめパラメータを推定する必要がある。推定すべきパラメ

ータは、観測ノイズの分散、状態ノイズの分散及び AR 係数である。ただし、推定すべき

パラメータは、観測ノイズの分散＝1 とすることで、数値計算を行うパラメータの一つ

（観測ノイズの分散）を減らすことが可能であることから、状態ノイズの分散と観測ノ

イズの分散との比をパラメータとして、一期先予測誤差に基づき最尤推定を行う（北川

(2005)）。なお、最尤法によりパラメータを推定する際の尤度関数の非線形最適化の計算

については、統計的データ解析環境「R」の非線形最適化関数 optim を利用し、BFGS
（Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno）法に基づく準ニュートン法を適用している。

３．推定に用いた外国パック旅行費及び説明変数 

推定モデルに用いた外国パック旅行費（𝑌௧）、回帰成分（𝑍௧）に用いた説明変数（𝑧ଵ,௧：
国際航空旅客輸送（基本＋輸入）、𝑧ଶ,௧：海外宿泊料（為替調整後・６か月前））のデータ

期間については、以下のとおりである。 

・外国パック旅行費：2015 年１月から 2020 年 12 月まで（2021 年１月以降は欠測値）

・国際航空旅客輸送（基本＋輸入）：2015 年１月から 2023 年 12 月まで

・海外宿泊料（為替調整後・６か月前）：2015 年１月から 2023 年 12 月まで

また、上記３系列について、これまでの推移をみると、2020 年 12 月以前は、外国パッ

ク旅行費と国際航空旅客輸送（基本＋輸入）は、概ね連動して推移していた。しかしなが

ら、2023 年３月以降の試算値や 2024 年１月以降の公表値の外国パック旅行費と国際航

空旅客輸送（基本＋輸入）を比較すると、一定の水準差が生じている。また、海外宿泊料

（為替調整後・６か月前）は、2021 年後半以降、上昇傾向が続いている（付図）。 

付図 推定に用いた外国パック旅行費及び説明変数の推移
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大島　敬士：安定的な価格取集が困難な状況下における物価指数の作成方法－コロナ下の外国パック旅行費の検証－




